
 

【技能実習生受入に関してネパール政府への手続き】 
ネパールから海外へ出国する際には、海外就労許可が必要になります。技能実習、特定技能に関し

ては事前にネパール大使館を通じて許可を得てください。 

 

 

 
パスポートに貼られる出国許可シール 

 

 
 

 

 

登録審査費用 1 人～10 人 36,000 円 

 

 

 

 

 

 

就労許可申請は 1500Rs、他に保険料が必要。 

 

海外就労出国許可 

 

【必要書類 A】 技能実習  
1. 実習実施者から監理団体への求人票の写し(英訳を添えて提出) 

2. 監理団体の履歴事項全部証明書 (原本 6 ヶ月以内発行) (英訳を添えて提出) 

3. 監理団体の概要書 (参考様式第 2-1 号) (英訳を添えて提出) 

4. 送り出し機関と監理団体の契約書の写し(英訳を添えて提出) 

5. 実習実施者の履歴事項全部証明書 (原本 6 ヶ月以内発行) (英訳を添えて提出) 

6. 実習実施者の概要書 (参考様式第 1-1 号) (英訳を添えて提出) 

7. 雇用契約書、雇用条件書 の写し 

8. 技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書(参考様式第 1‐19 号) (ネパール語併記)の

写し 

9. 外国の送出機関の概要書 (参考様式第 2-9 号) の写し(英訳を添えて提出) 

10. 外国の送出機関が徴収する費用明細書 (参考様式第 2-10 号) の写し(英訳を添えて提出) 

 

以上 

 

必要書類 A 

送り出し機関 ネパール労働・雇

用・社会保障省 
海外雇用局 

在日本ネパール

大使館 

審査 

海外就労許可申請 



【特定技能受入に関してネパール政府への手続き】 
ネパールから海外へ出国する際には、海外就労許可が必要になります。技能実習、特定技能に関し

ては事前にネパール大使館を通じて許可を得てください。 

 

 

 
パスポートに貼られる出国許可シール 

 

 
 

 

 

   登録審査費用 1 人～10 人 36,000 円 

 

 

 

 

 

 

就労許可申請は 1500Rs、他に保険料が必要。 

 

海外就労出国許可 

 

【必要書類 B】 特定技能 
1. 特定技能所属機関からの求人票の写し(英訳を添えて提出) 

2. 特定技能所属機関の履歴事項全部証明書 (原本 6 ヶ月以内発行) (英訳を添えて提出) 

3. 特定技能所属機関概要書 (参考様式第１ʷ11 号) (英訳を添えて提出) 

4. 特定技能雇用契約書(参考様式第１ʷ５号) (ネパール語併記) の写し 

5. 特定技能雇用条件書(参考様式第１ʷ６号) (ネパール語併記) の写し 

※登録支援機関に委託する場合に提出 

6. 登録支援機関概要書(参考様式第２ʷ２号) (英訳を添えて提出) 

7. 登録支援機関の履歴事項全部証明書 (原本 6 ヶ月以内発行) (英訳を添えて提出) 

※個人の場合は、住民票の写し又はパスポートの写しを提出 

8. 特定技能所属機関と登録支援機関の契約書の写し(英訳を添えて提出) 

※以下は職業紹介所・送り出し機関を仲介する場合に提出 

9. 職業紹介所の履歴事項全部証明書 (原本 6 ヶ月以内発行) (英訳を添えて提出) 

10. 特定技能所属機関と職業紹介所の契約書の写し(英訳を添えて提出) 

11. 送り出し機関と職業紹介所の契約書の写し(英訳を添えて提出) 

12. 支払費用の同意書及び明細書(参考様式第１ʷ８号)の写し(英訳を添えて提出) 

以上 

必要書類 B 

本人 又は 

送り出し機関 
ネパール労働・雇

用・社会保障省 
海外雇用局 

在日本ネパール

大使館 

審査 

海外就労許可申請 


